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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第２区分
【発行日】平成23年3月10日(2011.3.10)

【公開番号】特開2009-277905(P2009-277905A)
【公開日】平成21年11月26日(2009.11.26)
【年通号数】公開・登録公報2009-047
【出願番号】特願2008-128057(P2008-128057)
【国際特許分類】
   Ｈ０５Ｋ   3/38     (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  23/12     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０５Ｋ   3/38    　　　Ｂ
   Ｈ０１Ｌ  23/12    　　　Ｎ
   Ｈ０１Ｌ  23/12    　　　Ｑ

【手続補正書】
【提出日】平成23年1月19日(2011.1.19)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　下地層の上に、銅からなるシード層を形成する工程と、
　前記シード層の上に、配線層が配置される部分に開口部が設けられためっきレジストを
形成する工程と、
　前記シード層をめっき給電経路に利用する電解めっきにより、前記めっきレジストの開
口部に銅めっき層を形成する工程と、
　前記めっきレジストを除去する工程と、
　前記銅めっき層をマスクにして前記シード層をウェットエッチングすることにより、前
記シード層と前記銅めっき層とにより構成される配線層を得る工程と、
　前記配線層の表面を黒化処理して粗化する工程と、
　前記配線層の上に絶縁層を形成する工程とを有し、
　前記シード層をエッチングする工程で前記銅めっき層の表面が同時にソフトエッチング
され、これによって前記黒化処理の工程の前に行われる前記配線層のソフトエッチング工
程を省略することを特徴とする配線基板の製造方法。
【請求項２】
　前記シード層を形成する工程において、前記シード層は無電解めっきによって形成され
ることを特徴とする請求項１に記載の配線基板の製造方法。
【請求項３】
　前記シード層をウェットエッチングする工程において、エッチャントとして酸性水溶液
が使用されることを特徴とする特徴とする請求項１又は２に記載の配線基板の製造方法。
【請求項４】
　前記酸性水溶液は、硫酸と過酸化水素水との混合水溶液であることを特徴とする請求項
３に記載の配線基板の製造方法。
【請求項５】
　前記配線層の設計ルールは、ライン：スペースが１０：１０μｍ以下であることを特徴
とする請求項１乃至４のいずれか一項に記載の配線基板の製造方法。
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【請求項６】
　前記絶縁層を形成する工程の後に、
　前記絶縁層を加工することにより、前記配線層に到達するビアホールを形成する工程と
、
　前記シード層を形成する工程から黒化処理する工程までを遂行することにより、前記ビ
アホールを介して前記配線層に接続される上側配線層を前記絶縁層の上に形成する工程と
をさらに有することを特徴とする請求項１乃至４のいずれか一項に記載の配線基板の製造
方法。
【請求項７】
　請求項６の製造方法に基づいて、前記ビアホールが垂直方向に積層されたスタックビア
構造を有するｎ層（ｎは３以上の整数）の多層配線層を形成することを特徴とする配線基
板の製造方法。
【請求項８】
　前記スタックビア構造を構成する前記ビアホールの径は、５０～７０μｍであることを
特徴とする請求項７に記載の配線基板の製造方法。
【請求項９】
　前記配線層の表面を黒化処理して粗化する工程において、前記配線層の表面粗さ（Ｒａ
）は１００～２００ｎｍであることを特徴とする請求項１乃至８のいずれか一項に記載の
配線基板の製造方法。
【請求項１０】
　前記絶縁層は、エポキシ樹脂からなることを特徴とする請求項１乃至８のいずれか一項
に記載の配線基板の製造方法。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００５】
　また、特許文献２には、銅箔と樹脂との密着性を向上させるために、銅箔の表面に酸化
銅の被膜を形成した後に、酸を用いた化学処理によって酸化銅を溶融除去することにより
、銅箔の表面を粗化することが記載されている。
【特許文献１】特開２００３－８１９９号公報
【特許文献２】特開平２－２３８９４２号公報
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００５０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００５０】
　次いで、図５（ｂ）に示すように、水酸化ナトリウム（ＮａＯＨ）と亜塩素酸ナトリウ
ム（ＮａＣｌＯ2）の混合水溶液によって配線層２０の表面を黒化処理する（図３のステ
ップＳ４）。このとき、配線層２０の表面に銅酸化物を主成分とする針状結晶体Ｘが形成
される。その後に、図５（ｃ）に示すように、黒化処理された配線層２０の表面を還元処
理液で還元処理する（図３のステップＳ５）。
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